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１ 教育課程の基準の設定について
学校は、「公の性質」を有する（教育基本法第６条）も
のであり、国は、全国的な観点から、教育の機会均等と教
育水準の維持向上のため、学校が編成する教育課程につ
いての全国的な基準（ナショナル・ミニマム）の設定権を
有する。

（昭和51年5月21日 永山中学校事件最高裁判決）
「国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、
また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、
あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、
必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを
決定する権能を有するものと解さざるをえず、これを否定すべき理由ないし
根拠は、どこにも見出せないのである。」



２ 教育課程に関する法制
学校教育法第３３条
「小学校の教育課程に関する事項は、第２９条及び第３０
条の規定に従い、文部科学大臣が定める。」

【文部科学大臣の定め】
学校教育法施行規則第５２条
「小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の
基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるも
のとする。」

第２９条（小学校の目的）、
第３０条（小学校教育の目標）

※中学校等に準用



２－２「この節に定めるもの」とは
【教育課程編成の基本的要素】
①教育課程の編成（第５０条）「小学校の教育課程は、・・・各教科、道徳、
外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によって編成する」
②授業時数（第５１条）「小学校の各学年における各教科・・・のそれぞれの
授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第１に定める授業
時数を標準とする」

【教育課程編成の特例措置】
③教育課程編成の特例（第５３条）、④履修困難な各教科の学習指導
（第５４条）、⑤教育課程の研究上の特例（第５５条）、⑥特色ある教
育課程編成の特例（第５５条の２）、⑦不登校児に対する教育課程編成の
特例（第５６条）、⑧日本語教育のための教育課程編成の特例（第５６
条の２）、⑨日本語教育授業の特例（第５６条の３）



３ 学習指導要領について
• 学習指導要領・・・文部科学大臣が定める教育課程の基準
（最小限基準）

• 「各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の
法令並びにこの章以下に示すところに従い、児童の人間とし
て調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童
の心身の発達の段階や特性を十分考慮して、適切な教育
課程を編成するものとし・・・」（小学校学習指導要領総則 第１
教育課程編成の一般方針）

国公私立学校を通じて適用される
教育課程編成の準則であり、
「法的拘束力」を有する。



３－２学習指導要領の「基準性」とは
小学校学習指導要領 第１章総則
第１ 教育課程編成の一般方針
「各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令・・・に従い、・・・適切な
教育課程を編成するものとし・・」

第２ 内容等の取扱いに関する共通事項
１ 第２章以下に示す各教科、道徳、外国語活動及び特別活動の内容に関する事
項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
２ 学校において特に必要がある場合には、第２章以下に示していない内容を加えて
指導することができる。また、第２章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度
等を示す事項は、すべての児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し
たものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず、指導する
ことができる。➡ただし、各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重と
なったりすることがないように。



４ 教育課程の編成
【教育課程の意義】
「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を
達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時
数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である」

【教育課程の基本的要素】
〇学校の教育目標の設定➡教育基本法及び学校教育法を踏まえる
〇指導内容の組織➡学校教育法施行規則や学習指導要領に従う
〇授業時数の配当➡学校教育法施行規則を踏まえる



４－２ 教育課程編成に当たって
【学校教育の目的・目標】

教育基本法 教育の目的（第１条）及び目標（第２条）
義務教育の目的（第５条２項）や学校教育の基本的
役割（第６条２項）

学校教育法 義務教育の目標（第21条）
小学校の目的（第29条）

目標（第30条）➡➡
中学校の目的（第45条）

目標（第46条）
高等学校の目的（第50条）

目標（第51条）
特別支援学校の目的（第72条）

「学力の3要素」
①基礎的な知識・技能の習得
②課題解決に必要な思考力・
判断力・表現力等の育成

③主体的に学習に取り組む態度
の養成



4－3 教育課程編成に当たって（2）
【指導内容の組織】
学校教育法施行規則（第50条1項）
〇 教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図
画工作、家庭及び体育の各教科、道徳、外国語活動、総合
的な学習の時間並びに特別活動により編成すること（小学校
の場合）
学習指導要領
〇各教科等の指導内容を学年段階に即して示している。各学
校では、これらの基準に従うとともに地域や学校の実態及び児
童の心身の発達の段階と特性を考慮して指導内容を組織する
必要。



4－4 教育課程の編成に当たって（3）
【授業時数の配当】
〇授業時数は、教育の内容との関連において定められるべきも
の。学校教育は一定の時間内に行われなければならないので、
その配当は教育課程の編成上重要な要素。

〇授業時数については、学校教育法施行規則第51条に各教
科等の標準授業時数が定められているので、各学校はそれを踏
まえ授業時数を定める。









授業時数等
【年間授業時数】・・・各教科等の内容を指導するに必要な時数であり、これを下回る
ことは、学習指導要領の基準性の観点から適当ではない。
小学校の場合 850時間（小1）、910時間（小2）、945時間（小3）

980時間（小4～6）➡週28時間×年間35週
中学校の場合 1015時間➡週29時間×年間35週
【1単位時間】・・・児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して、適切
に定める。教育効果を高める観点から、授業時間の区切りの変更は可。
小学校の場合 45分 ➡例：実験・観察の理科授業（60分）
中学校の場合 50分 計算や漢字の反復学習（10分程度）
【時間割の弾力的な編成】
地域や学校及び児童の実態、各教科等や学習活動の特質等に応じて、創意工夫を生かし
時間割を弾力的に編成できる。➡時間割を年間で固定せず、弾力的に組み替えることに配慮
する必要。



５ 教育課程編成と教育委員会の役割
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】
〇第21条第5号において、教育委員会は、所管する公立学校
の教育課程に関する事務を管理、執行することとされている。

〇第33条第1項により、教育委員会は、法令又は条例に違反
しない限度において教育課程について必要な教育委員会規則
を定めるものとされる。

〇この規定に基づき、教育委員会は教育課程について規則な
どを設けている場合には、学校はそれに従って教育課程を編成
しなければならない。



６ 学習指導要領をめぐる最新動向（１）
「特別の教科 道徳」の創設

〇平成27年3月の学校教育法施行規則及び小中学校等の学習指導
要領の一部改正➡小学校では平成30年度、中学校では平成31年度か
ら全面実施

「小学校学習指導要領」第1章第1の２
２ 学校における道徳教育は、特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）を要
として学校の教育活動全体を通じて行うものであり、・・・児童の発達の段階を考慮して、
適切な指導を行わなければならない。

〇「特別の教科」の意義・・・①検定済教科書の使用、②各教科の指導とは異なり、専
門の免許状が設けられていないこと、③各教科の評価とは異なり、指導要録等に示す
指標として数値などによる評価は行わず、記述による評価を行うこと



６－２ 学習指導要領をめぐる最新動向（２）
新しい学習指導要領の告示
〇平成29年3月、小中学校等の学習指導要領の全部を改正する告示が公
示。➡小学校は平成32年度から、中学校は平成33年度から全面実施。
（なお、高校は、平成29年度中に改訂の予定で、平成34年度から年次進行
により実施の予定）

〇改訂のポイント・・・①「何を学ぶか」という指導内容の見直しに加え、「どの
ように学ぶか」「何ができるようになるか」の視点からの学習指導要領の改善、
②主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点からの学習
過程の改善、③カリキュラム・マネジメントの取組など。

〇指導内容の見直し・・・小学校5・6年生の外国語活動の教科化（週２コ
マ）及び小学校3・4年生の外国語活動の導入（週1コマ）。各教科等で育
む資質・能力が明確化され、目標や内容が構造的に示されている。
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